
栃木県緊急事態措置の概要
① 区域 栃木県全域

② 期間 令和２年５月１１日（月）から令和２年５月３１日（日）

③ 実施内容
新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」）第45条「感染を防止するための協力要請」及び特措法
第24条「都道府県対策本部長の権限」により、新型コロナウイルスのまん延防止に向け、以下の対応を実施。

●外出自粛の要請（特措法第24条第９項）
• 旅行など都道府県をまたいだ人の移動や、クラスターが多数発生している繁華街の接待を伴う飲食店等への出入りに対
して、引き続き、自粛を強く要請

●施設の使用制限の要請（特措法第24条第９項等）
• クラスターが発生した主な施設類型に対する休止を要請
• 遊興施設等に対して休止を要請。
※ただし、施設に応じた感染防止対策の徹底が行われている施設を除く。

• 医療施設等、事業の継続を求める施設に対しては十分な感染防止対策の協力を要請。

●催物（イベント等）の開催自粛の要請（特措法第24条第９項等）
• クラスターが発生するおそれ等のあるイベント主催者等に対し、場所に関わらず、引き続き、開催の自粛を要請



施設の使用制限の要請（特措法第24条第９項等）
１ 事業の継続を求める施設 ⇒十分な感染防止対策の協力を要請（特措法第24条第９項）

２ 基本的に休止を要請する施設

（１）医療体制の維持
（２）支援が必要な方々の保護の継続
（３）国民の安定的な生活の確保
（４）社会の安定の維持
（５）その他

（１）-１特措法第24条第９項による要請を行う施設
【遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設】

（１）-２特措法第24条第９項による要請を行う施設（床面積の合計が1,000㎡を超える下記の施設）
【学習塾等、博物館等、宿泊施設（集会の用に供する部分に限る。）、商業施設等】

（２）-１特措法によらない協力依頼を行う施設（床面積の合計が1,000㎡以下の下記の施設）
【学習塾等、博物館等、宿泊施設（集会の用に供する部分に限る。）、商業施設等】

※基本的な感染防止対策
「入場者の制限や誘導」、「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」、「マスクの着用」、「三つの密」
を避ける、室内の換気、人と人との距離を適切にとる等。

次の施設の休止を要請。ただし、施設に応じた感染防止対策※の徹底が行われている施設（キャバレー・
ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等の屋内運動施設
を除く。）を除く。



実施内容

１ 事業の継続を求める施設 ⇒十分な感染防止対策の協力を要請（特措法第24条第９項）
類型

(1)医療体制の維持 医療施設 病院、診療所、薬局 等

(2)支援が必要な方々の保護の継続 社会福祉施設等
保育所、放課後児童クラブ（学童保育）、介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保
健医療サービスを提供する施設

生活必需物資販売施設
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター、スーパーマーケット等における生活必需物資売場、
コンビニエンスストア 等

食事提供施設 飲食店、料理店、喫茶店 等（宅配、テイクアウトサービスを含む。）

住宅、宿泊施設 ホテル又は旅館（行楽を主目的とする宿泊に係る事業を除く。）、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等

交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、物流サービス（宅配等） 等

工場等 工場、作業場等

金融機関・官公署等 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等

(5)その他 その他 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ゴミ処理関係 等

施設の種類

(4)社会の安定の維持

(3)国民の安定的な生活の確保



２ 基本的に休止の要請を行う施設

（１）-１ 特措法による要請を行う施設 ※

施設の種類 内訳 要請内容

①遊興施設
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室ビデオ店、
ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケ、射的場、場外車券場、ライブ
ハウス等

施設の使用制限等の要請
（特措法第24条第９項）

②劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場

③集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場

④運動・遊技施設 体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設、
マージャン店、パチンコ店、スポーツセンターなどの遊技場 等

※ 施設に応じた感染防止対策の徹底が行われている施設（キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、
バー、カラオケ、ライブハウス、スポーツジム等の屋内運動施設を除く。）を除く。



（１）-2 特措法による要請を行う施設（床面積の合計が1,000㎡を超える下記の施設）※

※ 施設に応じた感染防止対策の徹底が行われている施設を除く。

施設の種類 内訳 要請内容

①学習塾等 自動車教習所、学習塾等

施設の使用制限等の要請
（特措法第24条第９項）

②博物館等 博物館、美術館、図書館

③商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、
生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

④ホテル又は旅館 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）



（２）-1 特措法によらない協力依頼を行う施設（床面積の合計が1,000㎡以下の下記の施設）※

施設の種類 内訳 要請内容

①学習塾等 自動車教習所、学習塾等

特措法によらず、施設の使用制限
等の協力を依頼

⇒床面積の合計が1,000㎡超の施
設に対する施設の使用休止要請
（休業要請）の趣旨に基づき、適
切な対応について協力を依頼

②博物館等 博物館、美術館、図書館

③商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、
生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

④ホテル又は旅館 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）

※ 施設に応じた感染防止対策の徹底が行われている施設を除く。


